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国民投票法の制定と公職選挙法の改正により、投票権年齢が満18歳以上とさ
れたことを契機として、民法の成年年齢の引下げと少年法適用年齢の引下げ
に関する議論が始まっています。しかし、それぞれの法令は独自の理念と目
的のもとに制定されているものです。その事実を軽視あるいは無視して、適
用年齢の引下げだけを実現することは妥当なものとは思われません。
今回の懇話会では、この問題に詳しい気鋭の法学者、武内謙治先生をお招

きして、さまざまな側面からお話を伺い、自由に議論したいと思います。

日時：2017年2月18日（土）13：30～16：00 (13：00開場)

場所：南山大学名古屋キャンパスA棟3階A32教室


